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平成２２年度第９回庁議 会議録 

 

 

[日 時] 平成２２年１１月１９日（金） 午前９時～午前１０時 

 

[場 所] 本庁応接会議室 

 

[出席者] 副市長、教育長及び各部局長 

     ※建設部は建設部総括次長代理出席 

           

 [会次第] 

１ 市長あいさつ 

２ 議  題 

（１）市議会定例会提出議案について             （関係部局） 

    ※会派説明報告（企画部） 

（２）議会答弁課題の進捗状況報告について          （関係部局） 

（３）１０か年実施計画要望状況について             （企画部） 

３ 連絡事項  

(１) 第１７回愛媛県知事選挙について      （選挙管理委員会事務局） 

 

１ 市長あいさつ（副市長代理） 

本日の庁議は、市長が東京への公務のため出張しておりますので、新居浜市庁議規程第４条第２項

の規定により、私が職務を代理いたします。 

１２月議会が１１月３０日に開会予定です。今週の月曜日から会派説明が始まっており、そこで

も質疑応答があったと思いますが、各部局、質問が予想される項目については事前に準備をするな

ど、遺漏のない対応をお願いします。 

 

２ 議 事 

（１）市議会定例会提出議案について             （関係部局） 

副市長    議事に入る。まず、市議会定例会提出議案であるが、その前に会派説明の報告を

企画部からお願いする。 

＜企画部長＞        

 今回、６項目について１１月１５日から会派説明を行っているが、協働ネットが本日、午後から

の予定となっているので、これまで実施済みの会派の状況報告をする。 

１件目の１２月補正予算では、企業誘致整備対策事業について、この用地は総合健康運動公園の
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候補地であったと思うので、内陸型工業用地に変更するならきちんと手順を踏むべきである。また、

総合健康運動公園用地についても早く場所を決めていくべきであるとの意見や企業用地エリアと

してはどのくらいの面積を考えているのかといった質問があった。 

２件目の総合文化施設の建設については、小劇場はどういった位置づけで事業を行おうとしてい

るのか。公募型プロポーザル方式での事業者選定とはどういったものか。また、応募してくる事業

者数はどのくらいを見込んでいるのか、市内業者も何らかの関わりを持てないのか、といった質問

などが出された。また、基本設計作成の途中経過を議会にも必ず説明してほしいという意見もあっ

た。 

３件目、第五次新居浜市長期総合計画の策定についての主なものとしては、８月にパブリックコ

メントをかけた時点の計画案と今回の案との変更点や工業用地の確保が重点基本計画になってい

ないが、どうしていくつもりなのかといった質問があり、駅南を含む駅周辺整備はどうするのか、

また、駅周辺の連続立体交差事業については取り下げるべきではないか、市民文化センターの建て

替え、総合運動公園の整備については、具体的計画を示すべきではないかといった意見があった。 

４件目の行政改革大綱２０１１（案）については、「市民の笑顔輝く市役所づくり」という組織

目標があるが、行政改革の中で、どこまでは市がやって、どこからは市はやらないという視点も大

切であるといった意見や定員管理の適正化の中で、職員の削減数を決めているのかといった質問が

あった。 

５件目の新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例については、福祉課を生活福祉課と地域福

祉課に分けているが、地域福祉となると児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉もすべて含んでしまう

が、どのような整理の仕方なのか、また、放課後児童クラブを社会教育課に移管する理由などの質

問があった。 

６件目の駅前広場とシンボルロードへのモニュメントの設置方針については、デザインは前回と

ほとんど変わっておらず、市のシンボル樹はケヤキではないので、この計画案は見直すべきである、

全国から作品を募集して１年に１か所ずつ設置していってはどうかといった意見や蒸気機関車や

太鼓台、また、別子銅山記念館にあるような坑道の模型をモニュメントにしてはどうかといった意

見もあった。 

以上が主な会派説明の内容である。 

副市長    それでは、議案に沿って、建設部から説明をお願いする。 

＜別添、市議会定例会関係資料に沿って説明＞ 

＜建設部長＞ 

報告第２５号、報告第２７号について説明する。 

 まず、報告第２５号、専決処分の報告「和解」についてである。本件については、平成２２年８

月６日、市営住宅の長期家賃滞納者である入居者４人及び連帯保証人５人を被告として、市営住宅

明渡等請求の訴えを提起していたが、このうち、入居者１人について、相手方の任意代理人から平

成２２年８月末日をもって、住宅を退去済であり、平成２２年９月１０日までに平成２２年８月末

日までの未払賃料等３２万５，３００円を支払うことを条件に、松山地方裁判所西条支部に係属中
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の訴えを取下げてほしいとの申出があった。 

 この申出に基づき、訴訟代理人と協議した結果、住宅の明渡し及び滞納家賃等の全額支払という

市の基本的な意向が確保されたことから、当該訴訟を取下げることを含めて、相手方と「いわゆる

裁判外の和解」をするため、平成２２年９月１０日、専決処分をしたので、報告するものである。 

 次に、報告第２７号、専決処分の報告「損害賠償の額の決定」についてである。本件については、

平成２２年１０月１６日午前１１時４５分ごろ、市道「西原西の土居線」、北新町乙１０４３番７

地先路上において、港橋南側に設置していた水銀灯が老朽化により、東川へ倒壊し、対岸から架設

していた引込線が橋上に垂れ下がり、走行中の軽自動車及び普通自動車に接触し、当該車両を損傷

した事故に係る損害賠償の額を決定し、平成２２年１１月１日、専決処分をしたので報告するもの

である。 

 損害賠償の額については、当事者との協議及び全国市有物件災害共済会の査定により、軽自動車

の修理に要する費用を「２６万７，３３０円」と、普通自動車の修理に要する費用を「２８万７，

０７８円」とそれぞれ決定したものである。 

 なお、損害賠償の額については、全額、全国市有物件災害共済会から支払われている。 

 今後の対応についは、市道上に設置している照明柱は現在４６６基あり、そのうち、設置後１５

年以上経過したものが２５４基あり、支柱の腐食による同様の倒壊事故を防ぐため、点検調査を実

施している。 

＜経済部長＞ 

報告第２６号、議案第７３号の２件について説明する。 

まず、報告第２６号、「専決処分の報告」について説明する。本件は、「和解及び損害賠償の額の

決定」についてであり、平成２２年８月３１日午後６時ごろ、垣生漁港（長岩地区）の海岸道路、

多喜浜二丁目１４番２０号地先路上において、西進中の原動機付自転車が、舗装欠損箇所を通過し

た際、前後輪が路面段差に接触し、車両を損傷した事故に係る「相手方との和解」 及び 「損害賠

償の額の決定」について、平成２２年１０月６日、専決処分をしたので報告するものである。 

和解の内容としては、当事者との協議及び全国市長会の査定により、新居浜市は相手方に対し、

車両の修理に要する費用９万４，６３７円のうち、５０パーセントに相当する額４万７，３１９円

を支払いすることとしたものである。なお、損害賠償の額については、全額、全国市長会市民総合

賠償補償保険から支払われている。事故発生箇所については、事故の報告を受けた日に穴埋め対応

を行っている。 

次に、議案第７３号「新居浜市別子観光センター及び新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者

の指定」について説明する。 

新居浜市別子観光センター及び新居浜市森林公園ゆらぎの森については、平成１８年度から有限

会社「悠楽技」が指定管理者となり、３年間の指定期間の後、平成２１年度、平成２２年度の２年

間、継続して管理運営を行ってきた。この間、県道工事などの影響も尐なからずある中、四季折々

の山野草や別子山の地域性を活かしたイベントの積極的な取組みや、経営改善に努めた結果、来園

者の増加、収支改善など徐々に効果を見せ始めている。今回の選定についても、有限会社「悠楽技」
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は、旧別子山村時代に、行政主導で別子山地域内での雇用の確保、過疎化対策として森林公園ゆら

ぎの森の管理運営業務を受託するために設立されたものであること、また、別子山地域の人口減尐

による地域コミュニティの弱体化が懸念されている中、その強化につなげるために組織の再編を行

い、経営改善に取り組んでいることから、有限会社「悠楽技」を非公募により選定し、「新居浜市

指定管理者候補者選定委員会」による審査の結果、「適格」と判断されたため、引き続き、別子観

光センター及び森林公園ゆらぎの森の指定管理者に有限会社「悠楽技」を指定するものである。 

なお、指定期間は平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日までの２年間を予定している。 

＜福祉部長＞ 

報告第２８号、議案第７１号、議案７２号、議案第８１号の４件について説明する。 

まず、報告第２８号「専決処分の報告」について、説明する。 

本件は、「損害賠償の額の決定について」であり、平成２２年１０月８日午後４時２０分ごろ、

桜木町の駐車場において、公務のため移動中であった公用車が、道路に出るため当該駐車場から左

折した際、相手方が設置していた駐車場ポールに接触し、破損させた事故に係る損害賠償の額を決

定し、平成２２年１１月８日、専決処分をしたので報告するものである。損害賠償の額については、

当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定により、駐車場ポールの修繕に要する費用、

「１万８，０００円」と決定したものである。なお、損害賠償の額については、全額、日本興亜損

害保険株式会社から、一般自動車総合保険により支払われる予定となっている。 

次に、議案第７１号「新居浜市立児童館の指定管理者の指定について」及び議案第７２号「新居

浜市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」一括して説明する。                    

新居浜市立児童館及び新居浜市立老人福祉センターについては、どちらも平成１８年度から指定

管理者制度を導入しており、平成２２年度までの５年間、社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会が

指定管理者となり、指定管理に関する基本協定及び年度協定に基づき、施設の効用を最大限に発揮

し、適切な管理運営を行ってきた。今回の選定についても、前回と同様、それぞれ公募を実施した

ところ、社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会の１団体のみの応募であったため、同法人を選定し、

新居浜市指定管理者候補者選定委員会による審査の結果、これまでの管理実績等から「適格」と判

断されたため、引き続き、児童館及び老人福祉センターの指定管理者に社会福祉法人新居浜市社会

福祉協議会を指定するものである。なお、指定期間はどちらも平成２３年４月１日から平成２８年

３月３１日までの５年間を予定している。 

次に、議案第８１号「新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例」の制定について、説明する。 

本議案は、要介護認定等の申請に係る審査及び判定を行っている新居浜市介護認定審査会の委員

の定数を、現行の「３５人以内」から「４２人以内」に改正するものである。現在、介護認定審査

会は、新居浜市介護認定審査会規則第５条第１項の規定により、７人以内の委員で構成する５つの

合議体を設置し、これらの合議体で年間約８，５００件の審査及び判定を行っている。しかし、高

齢者の増加に伴い、新規の申請件数の増加、あるいは昨年度に改正された要介護度審査基準の変更

に伴う更新申請件数の増加により、今年度では約９，５００件程度の申請件数を見込んでいる。こ

のようなことから、介護認定審査会の委員の定数を増員し、委員１人当たりの負担を軽減するとと
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もに、今後の審査及び判定業務を円滑に行おうとするものである。なお、この条例は、平成２３年

４月１日から施行したいと考えている。 

＜企画部長＞ 

企画部からは、議案第６６号、第６７号、第６９号、第７９号及び議案第８２号から第８７号ま

で説明する。 

まず、議案第６６号「新たに生じた土地の確認について」は、新居浜港務局が、ふ頭用地として

埋立てを行っており、新居浜市黒島一丁目９３０番１１０ほかの地先公有水面１４，２５９．

５５平方メートルの埋立て工事が竣功し、新居浜港港湾管理者の長から竣功認可の通知があったの

で、この公有水面埋立地を、新居浜市の区域内に新たに生じた土地として確認することについて、

議会の議決を求めるものである。 

次に、議案第６７号「町の区域の変更」については、議案第６６号「新たに生じた土地の確認」

に併せて、この土地を新居浜市黒島一丁目の区域に編入することについて、議会の議決を求めるも

のである。 

 次に、議案第６９号「第五次新居浜市長期総合計画基本構想」については、地方自治法の規定に

より、平成２３年度を初年度とする第五次新居浜市長期総合計画基本構想を定めようとするもので

ある。内容については、前回の庁議で説明しているので、省略させていただく。 

 次に、議案第７９号「新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定」については、平成２

３年度から始まる第五次長期総合計画のまちづくりの目標を着実に実現する組織への見直しによ

り、新たな組織が分掌する事務と条例との整合性を図るため、事務分掌条例の一部を改正しようと

するものである。市全体の組織機構の見直し案については、１１月１２日の行政改革推進委員会で

決定したが、今回の条例改正の内容については、第１条「部」の設置のうち、総務部では防災安全

課で所管している「危機管理及び市民生活の安全に関する事項」、「交通安全に関する事項」を交

通安全や防犯対策をはじめ、自主防災活動・災害時要援護者の支援等の災害対策などで、市民と最

も身近な接点となっている市民部に移管すること、また、市民部では、現在、市民活動推進課で行

っている生涯学習センターを中心とした生涯学習活動については、教育委員会に移管するので、｢生

涯学習に関する事項｣を削除する内容となっている。なお、この条例は、平成２３年４月１日から

施行したいと考えている。 

次に、議案第８２号から議案第８７号までの予算議案については、「平成２２年度１２月補正予

算（案）の概要」に沿って説明する。 

まず、一般会計では、今回の補正予算規模は、２億７，３２６万８千円の追加であり、補正後の

予算総額を４５４億６，９９４万９千円とするものである。これを前年度同期と比較すると、１３

億４，８１２万４千円、３．１％の増となっている。 

 特別会計についは、渡海船事業特別会計など５つの特別会計の補正となっている。 

一般会計補正予算の主な事業について説明する。 

まず、公共事業の「介護基盤緊急整備事業」は、追加補助内示に対応して、認知症高齢者グルー

プホームのスプリンクラー整備等の施設整備補助金を追加するものである。次に、「市営住宅改善
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事業」については、地上デジタル放送に対応するための受信設備改修工事について、国庫補助の追

加配分が決定されたことから、工事請負費を追加するものである。次に、「総合文化施設整備事業」

については、総合文化施設の基本設計・実施設計を平成２２年度から平成２３年度の２か年で実施

しようとするものである。次に、「小学校耐震補強対策事業」については、平成２４年度に実施予

定の角野小学校の耐震補強及び大規模改造工事の設計を、平成２２年度から平成２３年度の２か年

で実施しようとするものである。 

単独事業の「企業誘致整備対策事業」は、新たな内陸型企業用地造成の可能性の検討のため、用

地測量・地質調査等の委託料を追加するものである。次に、「森林居住環境整備事業」については、

国の補正予算に対応して愛媛県が実施することとなった、加茂角野線整備事業に係る負担金を追加

するものである。次に、「ものづくり人材育成施設建設事業」については、早期完成を目指し、平

成２２年度中の契約のため、期間を平成２２年度から平成２３年度まで、限度額を２億６，４００

万円とする債務負担行為を設定するものである。 

施策費の「感染症等予防費」は、厚生労働省通知により新型インフルエンザが接種対象となった

こと及びインフルエンザ予防接種の実施期間の延長に伴い、接種希望者数の増加が見込まれるため、

予防接種委託料を追加するものである。次に、「地域生活支援推進費」は、浮島小学校で実施して

いる重度肢体不自由児の生活介護に関して専門性を有する業者が確保できたことから、直接経費か

ら委託料に組み替えるものである。次に、「防火対策推進費」は、財団法人日本消防協会からの助

成が決定したことにより、婦人防火クラブに軽可搬消防ポンプを購入しようとするものである。次

に、「緊急雇用創出事業」は、厳しい雇用情勢に対処するため３事業で１２名の新規雇用を創出す

る予算措置である。 

経常経費については、国民健康保険事業特別会計など５つの特別会計への繰出金のほか、補償金

免除繰り上げ償還に伴う「長期債元金償還金」及び給与改定等による人件費の補正等で、１億６，

３９６万８千円増額している。 

次に、特別会計についてである。 

渡海船事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業については、給与改定等による人件費に

ついての予算措置となっている。次に、公共下水道事業については、給与改定等による人件費及び

補償金免除繰上償還に伴う元金償還金について、予算措置をするもので、１億２，４８４万２千円

を追加でございます。 

 最後に介護保険事業特別会計であるが、介護認定申請件数の見込み増に伴う介護認定審査会費の

追加及び給与改定等による人件費について予算措置を行うものである。 

＜総務部長＞ 

総務部からは、議案第６８号、議案第７４号から議案第７８号及び議案第８０号、並びに追加予

定の人事議案について説明する。 

まず、議案第６８号「工事請負契約について」である。本議案は、「東予港東港地区臨海工業用

地造成工事（その１）」の工事請負契約である。さる１０月２９日、５者による一般競争入札の結

果、５億８００万円で鹿島建設株式会社四国支店が落札し、消費税及び地方消費税額２，５４０万
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円を含む、５億３，３４０万円で、契約を締結しようとするもので、「新居浜市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第２条の規定により、議会の議決を求めるもので

ある。工事の概要については、延長２５２．３メートル、造成面積４万２，８３７．０４平方メー

トルの護岸埋立である。護岸の構造としては、現地盤の地盤改良を行い、その上に基礎捨石、本体

ブロックを積み上げ、裏込石を投入し、埋立護岸を築造する。その後、埋立て用材として、背後に

浚渫土砂を１４万立方メートル投入する。施工場所は、新居浜市惣開町乙１番２３から、３１番２

１までの地先公有水面である。 

次に、議案第７４号「新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例」

の制定については、特定任期付職員について、人事院勧告に伴う国の一般職の特定任期付職員に係

る給与改定に準じ、給料及び期末手当について、改正しようとするものである。この改正条例第１

条中、第７条第１項の表の改正については、弁護士や公認会計士、大学教員など、その高度の専門

的な知識経験や優れた識見を活用するため、一定期間、職員として採用した者、いわゆる「特定任

期付職員」の給料月額を改定しようとするものである。第８条第２項の改正については、１２月に

支給する期末手当について、支給割合を「１００分の１６５」から「１００分の１５０」に改めよ

うとするものである。次に、この改正条例第２条は、第８条第２項に規定している期末手当の支給

割合について、６月支給分の支給割合を「１００分の１４５」から「１００分の１４０」に改める

とともに、１２月支給分の支給割合を、改正条例第１条で改めた「１００分の１５０」から「１０

０分の１５５」に改めようとするものである。なお、この改正条例中第１条の規定については、平

成２２年１２月１日から、第２条の規定については、平成２３年４月１日から施行したいと考えて

いるが、この条例の規定に基づく特定任期付職員は、現在のところ採用しておりません。 

次に、議案第７５号「新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例」の制定について、議案第７６号「新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例」の制定について、及び議案第７７号「新居浜市教育長の給与、勤務時間その他

の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例」の制定について、説明する。改正の内容について

は、議会議員、特別職の職員及び教育長について、いずれも人事院勧告に伴う国の指定職俸給表の

適用を受ける職員に係る給与改定に準じて、平成２２年１２月に支給する期末手当の支給割合を

「１００分の１６５」から「１００分の１５０」に、平成２３年以降の６月に支給する期末手当の

支給割合を「１００分の１４５」から「１００分の１４０」に、同様に１２月に支給する期末手当

の支給割合を「１００分の１５０」から「１００分の１５５」に、それぞれ改めようとするもので

ある。なお、これら３件の条例については、いずれも、改正条例中第１条の規定については、平成

２２年１２月１日から、第２条の規定については、平成２３年４月１日から施行したいと考えてい

る。 

次に、議案第７８号「新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の制定につい

ては、一般職の職員について、人事院勧告に伴う一般職の国家公務員に係る給与改定に準じて、給

料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定しようとするものである。まず、改正条例第

１条「新居浜市職員の給与に関する条例の一部改正」についてである。第２２条第２項及び第３項



8 

 

の改正については、本年１２月に支給する期末手当について、再任用職員以外の職員の支給割合を

「１００分の１５０」から「１００分の１３５」に、再任用職員の支給割合を「１００分の８５」

から「１００分の８０」に改定しようとするものである。第２３条第２項第１号及び第２号の改正

については、本年１２月に支給する勤勉手当について、再任用職員以外の職員の支給割合を「１０

０分の７０」から「１００分の６５」に、再任用職員の支給割合を「１００分の３５」から「１０

０分の３０」に改定しようとするものである。次に、別表第１の改正については、行政職給料表に

ついて、中高齢層が受ける給料月額に限定し、これを引き下げようとするものである。次に、改正

条例第２条についてである。第２２条第２項の改正については、再任用職員以外の職員に、平成２

３年以降の６月に支給する期末手当について、支給割合を「１００分の１２５」から「１００分の

１２２．５」に、１２月に支給する期末手当について、支給割合を、改正条例第１条の規定による

改定後の「１００分の１３５」から「１００分の１３７．５」に改定しようとするものである。第

２３条第２項第１号及び第２号の改正については、平成２３年以降に支給する勤勉手当について、

再任用職員以外の職員の支給割合を、改正条例第１条の規定による改定後の「１００分の６５」か

ら「１００分の６７．５」に、再任用職員の支給割合を、同様に「１００分の３０」から「１００

分の３２．５」に改定しようとするものである。次に、改正条例第３条「新居浜市職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の一部改正」についてである。平成１８年条例第５号「新居浜市職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の附則第７項において、同年４月から実施されてい

る給与構造改革による給料水準引下げに伴う経過措置、いわゆる現給保障に係る規定をしているが、

この規定により保障されていた給料月額についても、今回の引下げ改定の対象となる職員が受ける

ものについては、調整率「１００分の９９．５９」を乗じて得た額に改定し、減額しようとするも

のである。次に、この条例の附則第２項及び第３項については、民間給与及び国家公務員との均衡

を図るための所要の調整措置を規定している。なお、この条例中、第１条及び第３条の規定は平成

２２年１２月１日から、第２条の規定は平成２３年４月１日から施行したいと考えている。この議

案第７８号に関しては、本日、組合の回答を待って、上程という手順を踏むことになる。 

次に、議案第８０号「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一

部を改正する条例」の制定についてである。本議案は、一般職の国家公務員が国際機関等に派遣さ

れている期間中に支給される俸給等の支給割合について、これまで最低でも１００分の７０が保障

されていたところ、これと派遣先の機関から支給される報酬とを合わせると、在外公館に勤務する

外務公務員が受ける給与の額を超える事例が想定されることから、派遣職員に支給する俸給等の支

給割合を任意に設定できることとし、派遣職員が受ける報酬等の総額が外務公務員が受ける給与の

総額を超えることがないように、支給割合を調整することができるよう人事院規則が改正されたこ

とを受けて、本市職員を外国の地方公共団体の機関等に派遣した場合の給与の支給割合についても、

国家公務員と同様に調整できる余地を持たせるよう条例の一部を改正し、給与の適正化を図ろうと

するものである。まず、第４条第１項の改正については、派遣職員に対する派遣期間中の給与につ

いて、派遣先から派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給され

る報酬の額が低いと認められるときは、給与の１００分の１００以内を支給する旨を規定するもの
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である。次に、第８条の改正については、企業職員及び単純労務職員である派遣職員に対する派遣

期間中の給与について、派遣先から派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務

に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、給与を支給する旨を規定するものである。 

なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えているが、現在、外国の地方公共団体の機関等

に派遣している職員はいない。 

次に、追加予定の人事議案であるが、まず、新居浜市固定資産評価審査委員会の委員、神野和彦

氏、大西宏明氏は、平成２２年１２月２３日をもって任期が満了するので、新たに委員を選任する

ことについて、議会の同意を求めるものである。次に、新居浜市教育委員会の委員、小野正師氏は、

平成２２年１２月２３日をもって任期が満了するので、新たに委員を任命することについて、議会

の同意を求めるものである。次に、新居浜市公平委員会の委員、嶋田祐二氏は、平成２２年１２月

２３日をもって任期が満了するので、新たに委員を選任することについて、議会の同意を求めるも

のである。次に、新居浜港務局委員会の委員、安尾浩和氏は、平成２２年９月３０日に辞任された

ので、新たに委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。次に、新居浜港務局

の監事、本田國廣氏は、平成２２年１２月１８日をもって任期が満了するので、新たに委員を任命

することについて、議会の同意を求めるものである。次に、人権擁護委員、高橋正明氏、神野隆義

氏、藤田憲明氏は、平成２３年３月３１日をもって任期が満了するので、新たに委員を推薦するこ

とについて、議会の意見を求めるものである。 

＜教育委員会事務局長＞ 

教育委員会事務局からは、議案第７０号「新居浜市別子山ふるさと館及び新居浜市別子山市民プ

ールの指定管理者の指定」について説明する。 

新居浜市別子山ふるさと館及び新居浜市別子山市民プールについては、平成２１年度から有限会

社「悠楽技」が指定管理者となり、管理運営を行ってきた。当時の選定については、緊急時の対応

や別子山地域の他の施設との連携による一体的な管理運営及び効率的な運営が期待できることか

ら、有限会社「悠楽技」を非公募により選定した。指定管理者制度の導入効果については、利用者

の増加が図られる等、一定の効果があったものと考えている。今回の選定については、指定管理者

制度が市民や団体に理解されてきたことを踏まえ、指定管理者による更なる市民サービスの向上等

を図るため、公募を実施した結果、有限会社「悠楽技」及び「別子校区連合自治会」の２団体から

応募があり、「新居浜市指定管理者候補者選定委員会」による審査の結果、「別子校区連合自治会」

が指定管理者候補者として選定順位第１位と判断されたことから、別子山ふるさと館及び別子山市

民プールの指定管理者に「別子校区連合自治会」を指定しようとするものである。なお、指定期間

は、平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までの３年間を予定している。 

副市長    ただ今の説明に対して、何か質問等あるか。ないようであれば、次の議題に移る。 

 

（２）議会答弁課題の進捗状況報告について          （関係部局） 

副市長    特に報告が必要と考える項目について、絞ってお願いする。 

＜企画部長＞ 
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企画部からは１件報告する。 

番号４９番、芸術文化施設（総合文化施設）の建設については、今年度の対応として、９月市議

会で基本設計委託料の補正予算案を提案したが、この予算案は９月議会では削除された。その後、

設計事業者の選定方法や施設内容等について、市議会への説明、協議を重ね、先ほど予算議案の中

でも説明したように、１２月市議会に基本設計・実施設計を一括発注する予算案を提案することと

しており、今後、市民で組織する建設委員会も立ち上げ、平成２５年度内の完成を目指し、取組ん

でいく。 

＜市民部長＞ 

 ３１番、戸籍・住民基本台帳の職権消除について報告する。 

 １２０歳以上の高齢者２１７人の戸籍を、９月２４日から１１月４日にかけて、法務局と協議の

うえ職権消除した。本市からの郵便物の未到着者のうち、８５歳以上の年金受給権者２９人の安否

確認を実施したところ、全員の生存が確認された。愛媛県後期高齢者医療広域連合事務所から情報

提供をうけ、７５歳以上で、１年間後期高齢者医療の給付を受けていない４９２人中、８３人の安

否確認を実施したところ、８２人の生存と１人の死亡を確認した。住民基本台帳の関係では、関係

各課等からの情報を元に実態調査したところ、９月に１人、１０月に１８人の計１９人について、

不在が確認できたので、住民票の職権消除を実施した。さらに、日本年金機構との情報の共有化に

ついては、依頼のあった１００歳以上の年金受給権者４名の実態調査を実施したところ、全員の生

存が確認されている。今後についても、定期的に、戸籍及び住民基本台帳について、関係機関、関

係各課との連携により、現地調査を実施のうえ、職権消除等の事務処理をしていく予定である。 

＜環境部長＞ 

新規の２２番「公共下水道早期利用金について」報告する。 

用途地域外の公共下水道汚水管整備の際、都市計画税を徴収していないことから、早期利用金２

万円を１回限り徴収しておりますが、負担の公平性について指摘を受けている。また、平成２３年

度末には認可計画の変更、認可区域の拡大を予定しており、これからの公共下水道整備は、主に都

市計画税賦課区域外（用途地域外）に拡大していく。このことから、早期利用金と都市計画税は、

同時に検討が必要であり、今後、関係部局と見直しに向けて協議をお願いしたいと考えている。 

＜水道局長＞ 

水道局からは、１件報告する。 

 新山根配水池についてであるが、山根温水プールの東側の用地に、配水池及びポンプ場をかねて

から予定していたが、これまでその進捗が滞っていた。その後、各般の調査の結果及び現在作業中

の認可変更業務における施設規模の決定がほぼ整ったので、本年度、新山根配水池及びポンプ場の

実施設計を発注したところである。今後、この成果を基に、平成２３年度から平成２５年度の３か

年計画で、配水池及びポンプ場の整備を行う予定である。 
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＜教育委員会事務局長＞ 

教育委員会からは，図書館の２件について報告する。 

まず、番号１２の図書館の祝日開館であるが、職員体制及び勤務体制を検討した結果、来年度か

らは、原則月曜日を休館日とし、その他の祝日については、すべて開館することで、図書館設置及

び管理条例施行規則を改正することとしている。 

 次に、番号１３の学校図書館支援推進事業の継続の見通しについてであるが、企画財政会議の結

果、来年度は、緊急雇用で対応することし、平成２２年度、２３年度の検証結果を踏まえて、平成

２４年度以降については、再度企画財政会議で協議し、検討することとなっている。 

＜消防長＞ 

 消防本部からは、新規追加で「救急医療情報キット」の配布について報告する。 

 ９月議会で、救急医療情報キットの配布について質問があった。救急医療情報キットについては、

自分の氏名、年齢、持病、かかりつけの病院等の情報を専用の容器に入れ、冷蔵庫等に保管し、緊

急時に活用するものである。この救急医療情報キッドを活用することにより、確実な情報をすみや

かに医療機関に伝えることができ、救命率の向上にもつながるので、来年度配布に向けて検討を行

っている。今後、関係部局と協議し、配布対象者の選定を行うとともに、来年度の配布に向けて、

予算措置を行いたいと思っている。 

副市長    ただ今の報告に対して、何か質問等あるか。ないようであれば、次の議題に移る。 

 

（３）１０か年実施計画要望状況について             （企画部） 

副市長   企画部より説明をお願いする。 

企画部長  平成２３年度の１０か年実施計画の要望状況について、一般財源ベースでの比較で説

明する。今年も枠配分方式で要望していただいたが、１０か年の要望額の合計は、７０

７億６８６万１千円で、要望額のうち別枠分が６４億８，３６８万４千円である。別枠

事業の主なものとしては、子ども手当支給事業２７億７，２５９万円、医療療養給付費

負担金（後期高齢者医療負担金）１０億１，４１１万円、妊婦乳児一般健康診査４億９

９４万円、予防接種事業８億６，５４５万６千円、ものづくり人材育成施設建設事業３

億５千万円等の状況である。今後、予算査定の中での調整が必要と考えている。 

副市長   何か質問等あるか。 

以上が本日の議題であるが、連絡事項に移る。 

３ 連絡事項  

 (１) 第１７回愛媛県知事選挙について      （選挙管理委員会事務局） 

副市長   第１７回愛媛県知事選挙について、選挙管理委員会事務局から説明をお願いする。 

選挙管理事務局長  選挙管理委員会事務局からお知らせとお願いをする。第１７回愛媛県知事選

挙についての期日前投票を市庁舎１階ロビー及び別子山支所で実施している。昨日、

１１月１８日までの期日前投票の状況は、累計で２，５８１人となっており、前回と

比較して増加傾向となっており、トータルで約２．８倍となっている。そのようなこ
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とから、期日前投票は、日を追って増加する傾向にあることから、最終日の２７日、

土曜日については、応援勤務経験者に事務従事をお願いしている。応援勤務や投開票

事務従事に理解と協力をいただくよう、所属職員に周知していただくよう、重ねてお

願いする。 

副市長    他に連絡事項はないか。 

       ないようであれば、これで第９回庁議を終了する。 

 

 

 


